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第２１回 定例総会 次第 

 

 

１．開 会 の 辞 

 

２．会 長 挨 拶 

 

３．来 賓 挨 拶 

 

４．議 長 選 出 

 

５．議 案 審 議 

１）２０１８年度 活動報告に関する件 

２）２０１８年度 収支決算報告並びに会計監査に関する件 

３）桜順会の運営形態の変更に関する件 

４）２０１９年度 事業計画（案）に関する件 

５）２０１９年度 予算（案）に関する件 

６）２０１９年度 役員選任（案）に関する件 

 

６．報 告 事 項 

   １）２０１８年度 桜順会賞に関する件 

       

７．新 会 長 挨 拶 

 

８．閉 会 の 辞 
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2018年度 桜順会活動報告 
 
順天堂大学桜順会は、1998 年（H10 年）11 月 7 日にさくら会の歴代役員有志の発議により結

成されました。 
桜順会は、お子様の卒業後もさくら会や啓友会等々との連絡を密に順大ファミリーの一員とし

て、親睦の絆を深めることを柱に、今後の活動を展開していくことを願っています。 
本日、ここに第２１回定例総会を開催するにあたり、関係各位のご理解とご協力に感謝申し上

げ、2018年度の桜順会の活動概況を報告いたします。 
 

 

年 月 日 活  動  概  況  

 
 
2018. 7. 7 
 
 
 
2018. 9. 14 
 
 
 
2018.10.14 
 
 
 
2018.11. 8 
 
 
 
2019. 1.2～3 
 
 
 
2019. 2.26 
 
 
 
2019. 3. 7 
 
 
 
 
2019. 3.14 
 
 
 
2019. 6. 6 

  

 
 
第 20回定例総会および懇親会 「順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス」 
特別講演：吉村雅文先生 スポーツ健康科学部副学部長  

 
 
臨時役員会          「順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス」 
出席者：杉山会長、大野副会長、本橋副会長、松浦監事、桶田監事 

 
 
第 95回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会応援  「昭和記念公園」 
 出席者：杉山会長、大野副会長  
 
 
第 41回定例役員会      「順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス」 
出席者：杉山会長、大野副会長、本橋副会長、松浦監事、桶田監事 

 
 
第 95回東京箱根間往復大学駅伝競走応援     「大手町⇔箱根」 
 出席者：桶田監事 
 
 
第 42回定例役員会      「順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス」 
出席者：杉山会長、大野副会長、本橋副会長、松浦監事、桶田監事 

 
 
桜順会賞授与式        「順天堂大学さくらキャンパス」 
ベストサポート賞：２団体、ボランティア賞：４団体 
出席者：杉山会長 

 
 
スポーツ健康科学部卒業式・卒業記念パーティー出席 
出席者：杉山会長      「グランドプリンスホテル新高輪」 

 
 
第 43回定例役員会      「順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス」 
出席者：杉山会長、大野副会長、本橋副会長、松浦監事、桶田監事 

 
 
 

 ・『順大スポーツ』桜順会会員へ発送（年３回：第 56・57・58号） 

 ・『順天堂だより』へ随時活動報告を寄稿（No.300・301・303・304（予定）） 



２０１８年度　桜順会決算報告

2018年度予算 2018年度決算 差異 備考

400,000 400,000
（@20,000×20名） （@20,000×20名）

56,000 49,000
（@7,000×8名） （@7,000×7名）

90,000 75,000
（@5,000×18名） （@5,000×15名）

18 17 -1

546,018 524,017 -22,001

2018年度予算 2018年度決算 差異 備考

110,000 122,182 12,182

30,000 31,484 1,484

10,000 3,456 -6,544

150,000 157,122 7,122

150,000 77,482 -72,518

450,000 450,000 0

100,000 71,510 -28,490

200,000 180,000 -20,000

0 0 0

10,000 0 -10,000

910,000 778,992 -131,008

1,060,000 936,114 -123,886

（3）予備費　C 0 0 0

-513,982 -412,097 101,885

3,587,527 3,587,527 0

3,073,545 3,175,430 101,885

（単位：円）

金　額

203,527

1,830,890

711,009

430,004

3,175,430

収入合計　Ａ

2.支出の部 （単位：円）

1.収入の部 （単位：円）

項　目

　　　預金利息

会費収入

　新入会員 0

　更新会員 -7,000

　総会会費 -15,000

項　目

当期収支差額  (A-B-C)

　　　役員会費

　　　事務費

（1）事務費計

　　　広報・通信費

　　　順大スポーツ委託費

　　　印刷費

　　　学生助成費

　　　校章旗費

　　　雑費

（2）事業費計

支出合計 B ｛(1)+(2)｝

　　　総会費
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前期繰越金

次期繰越金

３.預金残高

取 引 口 座

普通預金（京葉銀行　酒々井支店）

振替口座（ゆうちょ銀行　佐倉店）

普通口座（三井住友銀行　佐倉支店）

普通口座（ゆうちょ銀行　佐倉店）

計
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議題３）桜順会の運営形態の変更に関する件 

 
提案内容： 

桜順会が、今後とも順大卒業生の保護者に広く親睦の場を提供して行くために、「既存会員以外へ

も参加を呼びかける」とともに、「入会・更新時の会費納入を取り止める」ことをご提案します。 

具体的には、 

１． 桜順会の創設以来、順大卒業生の保護者が持ち続けている； 

 卒業後も引き続き順大および順大生を応援したい 

 定期的に集まり、話に花を咲かせる場が欲しい 

といった思いに応えるために、会員以外へも広く親睦の場を提供したいと考えます。 

２． 新たな運営は、入会時および更新時の会費納入を前提とせず、桜順会が特別講演等を開催す

る際、参加者からその都度参加費を徴収して経費にあてることとします。 

３． 現在桜順会が有する資金は、引き続き従来の目的である学生活動への支援、既存会員相互の親

睦を図ることに費消することとします。具体的には、学生への「桜順会賞」の表彰と、既存会員への

「順大スポーツ」配布を当面継続します。 

４． 今後とも、従来通り毎年の定例総会において、決算の報告・予算の審議等も行います。ただし、会

の資金が不足し、上記３．の経費を賄うことが出来なくなることが予想される場合は、その前年の総

会において、改めて残高の使途を総会に諮り決議することとします。 

 

提案の背景： 

１． 桜順会は、平成 10 年８月に順天堂大学スポーツ健康科学部後援会として創立されて以来、学

生活動への支援等を行うとともに、会員相互の親睦を図ってまいりました。 

２． しかるに創立以来２０余年が過ぎ、学生はもとより保護者の意識も変化するとともに、インターネット

によるコミュニケーションや情報発信手段の進化もあり、近年は保護者懇談会や卒業謝恩会での

勧誘努力にもかかわらず、新規会員数が減少の一途を辿っております。（資料１ご参照） 

３． 桜順会の財政は、会員の入会時および更新時の会費によって成り立っていますが、上記２．の状

況が続く場合、数年後には経済的に立ちいかなくなり、会の存続が危ぶまれることが懸念されるた

め、役員会ではここ１－２年継続的に話し合い対応を協議してまいりました。 

４． 結論として、役員会としましては、順大卒業生の保護者の思いに応える「桜順会の存続」と「財政

的な逼迫への対処」を両立させるためには、１）会の運営資金を入会時および更新時の会費にの

み頼ることを止め、２）会の目的を会員相互の親睦に絞り広く参加者を募るとともに、経費は特別

講演会等を開催する都度会費を徴収して賄うことが適当であるとの判断に至り、上記のご提案を

する次第です。 

５． なお、新規会員数が減少し、会の存続が危ぶまれる中、会費納入を前提とした新規会員や更新

会員の募集を行なうことは道義的に難しいとの判断から、役員会の責任において新年度の入会お

よび更新の案内を一時的に停止しております。事後とはなりますが、改めて会員の皆様にご報告

いたしますとともに、ご理解をいただきますようお願いいたします。 

 

以 上 



種別 項目 平成26年3月平成27年3月平成28年3月平成29年3月平成30年3月 平成31年3月
2014 2015 2016 2017 2018 2019

― 総人数 945 926 911 882 842 831

卒業人数 328 323 327 332 320 327

入会人数 46 39 40 32 20
入会比率 14.0% 12.1% 12.2% 9.6% 6.3%

更新対象人数 98 69 65 68 68 （47）

継続人数 17 14 15 16 7
継続比率 17.3% 20.3% 23.1% 23.5% 10.3%

対象卒業年度 平成11年以前卒 平成12年卒 平成13年卒 平成14年卒 平成15年卒 平成15年卒
1999以前 2000 2001 2002 2003 2003
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新規

更新

桜順会　新規入会・更新状況

入会案内
していません

継続案内
していません
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２０１９年度 桜順会事業計画（案） 

 

 

１．総会の開催 

２．会員に対する広報活動 

３．学生の活動助成 

４．会員相互の親睦活動 

５．桜順会運営形態の変更に関する件 

６．その他本会の目的達成のために有効適切な事業 

 

 



２０１９年度　桜順会予算（案）

2018年度決算 2019年度予算 差異 備考

400,000 0
（@20,000×20名）

49,000 0
（@7,000×7名）

75,000 100,000
（@5,000×15名） （@5,000×20名）

17 15 -2

524,017 100,015 -424,002

2018年度決算 2019年度予算 差異 備考

122,182 130,000 7,818

31,484 35,000 3,516

3,456 5,000 1,544

157,122 170,000 12,878

77,482 80,000 2,518

450,000 450,000 0 注）1

71,510 100,000 28,490 注）2

180,000 200,000 20,000

0 0 0 注）3

0 10,000 10,000

778,992 840,000 61,008

936,114 1,010,000 73,886

（3）予備費　C 0 0 0

-412,097 -909,985 -497,888

3,587,527 3,175,430 -412,097

3,175,430 2,265,445 -909,985

2.支出の部 （単位：円）

1.収入の部 （単位：円）

項　目

収入合計　Ａ

会費収入

新入会員 -400,000

更新会員

（15年更新）
-49,000

総会会費 25,000

　　　預金利息

項　目

当期収支差額   (A-B-C)

　　　役員会費

　　　事務費

（1）事務費計

　　　広報・通信費

　順大スポーツ委託費

　　　印刷費

　　　学生助成費

　　　校章旗費

　　　雑費

（2）事業費計

支出合計 B ｛(1)+(2)｝

　　　総会費
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前期繰越金

次期繰越金

注1）順大スポーツ委託費・・・「順大スポーツ」購入、発送費

注2）印 刷 費 ・・・封筒、印刷物、払込票等

注3）校章旗費・・・入会時に会員証の替りとして送付している小旗の購入費  【在庫有】
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２０１９年度 役員選任（案） 

 

 

２０１９年度の役員を会則第６条（役員の選任）の定めに基づき下表により推薦します。 

 

 

役 職   現 役 員 新 役 員 備 考 

会長候補 杉 山 祐 資 大 野  友 竹  

副会長候補 大 野  友 竹 本 橋  博 之  

副会長候補 本 橋  博 之   

監事候補 松 浦  猛 人 松 浦  猛 人  

監事候補 桶 田 和 子 桶 田 和 子  

 

 

 

 

 

 



年度 年 桜順会賞名 対象団体（個人） 受賞理由

ソフトボール部
スタッフ

関東学生女子リーグ戦
（創部以来初の１部昇格）

水泳部女子
スタッフ

関東学生選手権水泳競技大会
（１部昇格）

進路相談室

①佐倉市・順天堂大学連携・障がい者の
　 ための運動支援事業ボランティア
②酒々井町・順天堂大学連携・学習
　 スポーツスクールボランティア
③栄町・順天堂大学連携「サタデーわくドラ」
　 学習支援ボランティア
④県立特別支援学校他体育祭・文化祭
　 手伝い・プール・体育指導・ 浦安市駅伝
　 補助ボランティア

障がい者スポーツ
同好会

パラスポーツ体験会に補助員としてサポート

第７１代啓心寮
三役・室長

2018年度啓心寮の運営、寮生を
献身的に指導

順大スポーツ編集部
「順大スポーツ」を通じて大学の内外にクラブ
活動を中心に順天堂大学の広報に貢献
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2018年度　桜順会賞　受賞団体

30 2018

ベスト
サポート賞

ボランティア賞
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順天堂大学「桜順会賞」規程 

 

（目的） 

第１条 順天堂大学桜順会（以下「本会」という。）は、順天堂大学の各スポーツチーム（団体ま

たは個人）が好成績を上げるにあたり側面からサポートした団体または個人、スポーツ科学又は

スポーツマネジメント学若しくは健康学の分野におけるボランティア又は奉仕活動により順天

堂大学又は社会に貢献した団体または個人に対して、表彰することを目的とする。 

（賞の名称） 

第２条 賞の名称は「桜順会賞」とし、次の２つの賞とする。 

１ ベストサポート賞 

２ ボランティア賞 

（運営） 

第３条 本賞授与に関する運営は、本会役員会及び順天堂大学さくらキャンパス学生部が行う。 

（授与対象団体または個人） 

第４条 本賞は、次の要件を満たすと評価できる団体または個人に対して授与するものとする。 

１ ベストサポート賞  当該年度内で第１条前段に該当する団体又は個人で、そのスポーツチ

ームが優秀な成績を上げたとき、又はチームの成績の如何に拘わらず、

サポートした行為が高く評価することができるときに授与する。 

２ ボランティア賞   当該年度内で第１条後段に該当する団体又は個人で、そのボランティ

ア活動又は奉仕活動が高く評価できるときに授与する。 

（申請） 

第５条 前条に該当するものと判断される団体または個人を本賞の候補者として自薦または他薦

により申請する場合は、申請人は、次の書類を会長に提出するものとする。 

１ 申請書 

２ 客観的事実を証明できる書類または所属団体の長が発行した推薦書 

（受賞団体または個人の選考および決定） 

第６条 本賞の受賞団体または個人の選考は、別に定めるスポーツアカデミー賞選考内規により選

考し、本会選考委員会（役員会）において決定し、総会で報告する。 

（受賞団体または個人の表彰） 

第７条 受賞団体または個人の表彰は、会長がこれを行う。 

（規程の改廃） 

第８条 本規程の改廃は、本会役員会の議を経て会長が行う。 

 

附則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成２５年１２月１２日から施行する。 

 



- 12 - 

 

                                     

 

桜順会賞（スポーツアカデミー賞）選考内規 

 

 順天堂大学桜順会賞（スポーツアカデミー賞）規程に基づいて、以下のとおり、本賞の選考に関

する内規を定める。 

 

１ 選考の基本について 

（1） 本賞の賞金予算額は、当分の間、２つの賞に対し、概ね、年間合計６０万円を目途と

する。ただし、当該年度における候補者の総数、候補者に対する評価の相違、前年度の

実績、桜順会の予算規模、教育的配慮などにより、合計額がこれを下回る場合や、また

これを上回る場合があっても、やむを得ないものとする。 

（2） 複数の候補者の中から受賞者を選考する場合には、候補者の数、学年、候補者の既往

または今後の活動などを斟酌して、教育的配慮のもとに、適宜、複数または単数の団体

または個人を選考することができるものとする。 

２ ベストサポート賞 

 ベストサポート賞の授与の可否及び賞金の額は、本賞規定によるほか、次の要素についても

配慮し、公平かつ教育的配慮のもとに、これらのスポーツチームの運営・活躍を側面からサポ

ートした団体または個人を選考するものとする。 

（1） 主要な国際大会に出場し上位入賞した団体または個人 

（2） 日本選手権大会等で総合優勝した団体または個人 

（3） 日本学生選手権（箱根駅伝も含む）で総合優勝した団体 

（4） 大会または成績の如何にかかわらず、その活躍により本学の名誉を著しく高めた団

体または個人 

３ ボランティア賞 

 ボランティア賞の授与の可否及び賞金の額は、本賞規定によるもののほか、次の要素につい

ても配慮し、公平かつ教育的配慮のもとに、これらの活動をした団体または個人を選考するも

のとする。 

（1） その活動について、自主性、社会性または公共性が顕著であること 

（2） その活動について話題性に富んでいること 

（3） その活動が先駆的であること 

（4） その活動に継続性があること 

（5） スポーツのみならず、本学で修得したマネジメント学、健康学を実践していると評

価されること 

（6） その他、本学の名誉を著しく高めた団体または個人 

 なお、ボランティアという呼称は、厳密な意味でのボランティア活動に限るとするものでは

なく、本賞の設置の趣旨に基づいて、教育的な配慮のもとに、適切に解釈されるものとする。 
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順天堂大学スポーツ健康科学部後援会(桜順会)会則 

 

平成 10年 11月 7日制定 

 

（名称及び所在地） 

第１条 本会は、順天堂大学スポーツ健康科学部後援会(桜順会)（以下「本会」という。）と

称し、事務局を順天堂大学スポーツ健康科学部内に置く。 

（目 的） 

第２条 本会は、順天堂大学スポーツ健康科学部（以下「大学」という。）、さくら会及び啓

友会との連絡を密にし、学生活動への支援、就職活動への後援等を行うとともに、会員相

互の親睦を図ることを目的とする。 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

   (1) 大学と会員との連絡を緊密にするための広報活動 

   (2) その他の本会の目的達成のための有効適切な事業 

（会員の構成） 

第４条  本会の会員は、大学卒業者の保護者で、本会の設立趣旨に賛同する者をもって構成

する。 

（役 員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

    (1)  会    長   １名 

   (2) 副 会 長    ２名以内 

   (3) 監    事   ２名以内 

   (4) 運営委員    若干名 

（役員の選任） 

第６条 会長、副会長及び監事は、役員会において会員の中から候補者を選出し、総会で決

定する。  

  ２ 運営委員は、役員会において会員の中から選出して、会長が委嘱する。 

（役員の職務） 

第７条  役員は、それぞれ次の職務を行う。 

    (1)  会長は、本会を代表し会務を総括する。 

   (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

   (3) 監事は、会務及び会計を監査する。 

   (4) 運営委員は、会務を担当する。 

 

参考資料 
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（役員の任期） 

第８条 役員の任期は１年とする。ただし、再任は原則として妨げないものとする。 

 ２ 任期満了によらない場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（相談役） 

第９条 本会に、相談役を置くことができる。 

 ２ 相談役は、役員会の議を経て会員の中から、会長が委嘱する。 

 ３ 相談役は、会務に関しての会長の相談に預かる。 

（顧問及び参与） 

第 10条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。 

 ２ 顧問及び参与は、役員会の議を経て大学職員の中から会長が委嘱する。 

 ３ 顧問及び参与は、会長の諮問により役員会に出席し意見を述べることができる。 

（総 会） 

第 11 条 総会は、毎年１回開催を原則として会長が招集する。ただし、必要があるときは、

会長が臨時総会を招集することができる。 

  ２ 総会は、次の事項を審議する。 

    (1)  事業計画に関する事項 

   (2) 予算及び決算に関する事項 

   (3) 会長、副会長、監事の選任並びに運営委員に等に関する事項 

   (4) 会則の変更に関する事項 

     (5) その他の会務の重要事項 

 ３ 総会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。 

（役員会） 

第 12条 役員は、会長、副会長、監事及び運営委員をもって構成する。 

 ２ 役員会は、会長が随時招集し会務の重要事項を協議する。 

 ３ 会長が必要と認めるとき、役員以外の者を出席させることができる。 

 ４ 役員会は、役員総数の３分の２以上をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって

議決する。 

（経 費） 

第 13条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって、これに充当する。 

（会 費） 

第 14条 本会の会費は、２万円とし、入会時に納入する。 

 ２ 入会後 15年経過した時点で、10年間分更新会費 7千円分を一括納入する。 

 ３ 上記２の更新後は、10年ごとの更新とし、更新会費は 7千円とする。 

 ４ 更新は会員の任意とする。 

（会計年度） 

第 15条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 
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（事務の委嘱） 

第 16条 本会に関する事務は、本学と協議して会長が委嘱する。 

   付 則 

１ この会則は、平成 10年 11月７日から施行する。 

２ 会務運営に関する細則は、別に定める。 

３ 本会設立の移行措置として、平成 10年度さくら会役員を、本会協力会員とすることが

できる。 

４ この会則は、平成 18年 6月 17日から施行する。 

５ 第 14条 2項の更新で、平成 11年度以前に入会した会員は、一律平成 11年度入会とみ

なし、平成 26年度を更新年度とする。この更新は、平成 25年度に募ることとする。 

６ この会則は、平成 24年 6月 16日に改正する。（第 14条） 

７ この会則は、平成 27年 7月 4日に改正する。（第 5条） 




